「石岡市住宅、店舗等リフォーム支援事業費補助金」交付申請書類チェックシート
	氏名又は法人の名称
	

	日中つながる連絡先
	－　　　　－


※ チェック☑し、申請書に添付し
　 てください。
	□住宅
	□店舗



【住宅・店舗共通の書類】
	申請者
	項　　　　目
	市

	□
	① 申請前の事前相談用紙（事前相談後に返却された写し）
	□

	□
	② 申請時チェックシート（この用紙）
	□

	□
	③ 住宅、店舗等リフォーム支援事業費補助金交付申請書【様式第１号】
	□

	以下④住民票・⑤評価証明書・⑥納税証明書は市民課での取得になります。

	□
	④ 世帯員全員の住民票（法人は除く）※移住者の場合は現住所地の住民票
	□

	□
	⑤ 令和８年度評価証明書又は不動産登記事項証明書（３ヵ月以内のもの）
[bookmark: _GoBack]※共有名義の場合は共有者分の評価証明書も合わせてご提出をお願いします。
	□

	□
	⑥ 市税の納税証明書　※申請日の前月に証明書を取得する場合は、その月の納期未到来分納税後の証明書取得をお願いします。また、共有名義の場合は共有者分の納税証明書も合わせてご提出ください。
	□

	以下⑦契約書・⑧見積書・⑨写真は施工業者に作成を依頼してください。

	□
	⑦ 契約書の写し（工事請負契約書又は請書）
	□

	□
	⑧ 見積書の写し（項目毎に材料の数量や単価が記載された詳細なもの）
	□

	□
	⑨ 写真（建物全体の外観の写真及び工事部分の詳細な写真）
	□



	申請者
	項　　　　目
	市

	□
	ア  委任状（申請者以外の施工業者等が申請を行う場合）
	□

	
□
□
	イ【住宅、店舗等を購入し補助対象工事費の補助を受ける場合】
	

	
	① 売買契約書の写し
② 登記事項証明書
	□
□

	
□
□
	ウ【補助対象工事費の補助を受ける住宅、店舗等が賃貸である場合】
	

	
	① 賃貸借契約の写し
	□
□

	
	② 建築物所有者の同意書
	

	
□
	エ【補助対象工事費の補助を受ける住宅、店舗等が共有名義である場合】
	

	
	① 申請者以外の共有者全員の同意書
	□


【住宅・店舗共通の追加書類】
【店舗の追加提出書類】
	店舗
	項　　　　目
	市

	□
	① 住宅、店舗等リフォーム支援事業調書（店舗の場合）【様式第２号】
	□

	□
	② 営業許可等が必要な業種については営業許可証等の写し
	□

	□
	③ 法人が店舗のリフォーム工事を行う場合は、登記事項全部証明書の写し
	□

	□
	④ 個人事業主が店舗のリフォーム工事を行う場合は、確定申告書の写し
	□



	審査
	照合
	備　　考

	
	
	


＊　書類が整って（　いる　・　いない　）ので
　　受理（　します　・　できません　）。
（申請日：令和　　年　　月　　日） 
